
データにバラツキが生じていることを紐解く

個票データを調べていくうちに項目の定義がバラバラで曖

昧であることが分かった。そこで個票データの項目が統一

されていればデータに基づく研究ができるのではないかと考

える。このことから、なぜバラツキが生じているのかの手がか

りをつかむため厚生労働省を調べた。

20XX 年 7 
月 1 日

ピッチ デッキのタイトル 1



厚生労働省
と個票データ



厚労省は個票を集めていた?

プレゼンテーションのタイトル 3

令和2年5月8日公表分から、各市区町村が
ウェブサイトで公表されている情報を積み上
げる形に変更した。

令和2年（2020年）5月8日
2021年12月13日時点の国内事例1,724,054例目
に対して、患者9224例目という非常に早い段
階で厚労省は個票の把握を放棄



厚労省は個票を集めていた?

プレゼンテーションのタイトル 4

令和2年5月8日公表分から、各市区町
村がウェブサイトで公表されている情
報を積み上げる形に変更した。

令和2年（2020年）5月8日
2021年12月13日時点の国内事例
1,724,054例目に対して、患者9224例目
という非常に早い段階で厚労省は個票
の把握を放棄

https://www.mhlw.go.jp/content/000628618.pdf
事務連絡 令和２年５月８日

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の感染が
各地域で拡大し、物理的に厚労省単体での個票
の把握が難しかった可能性が否めない。

がしかし、国として各地方自治体に対して個票
の指針を提示しなかったことが非常に問題であ
る。

また、医療人材の確保が急務としていながらも
積極的疫学調査を見直すことなく強行してきた
ことで保健所に大きな負担につながった。



厚労省の問題点

プレゼンテーションのタイトル 5

・全て都道府県単位のデータしかない
そもそも国の機関である厚生労働省が市区町村単位での分析を行っていないことが非常に問題。

・国として各地方自治体に対して個票の指針を提示しなかったことが非常に問題である。

これによって各市区町村で個票データの公開の有無が分かれ、その項目が各市区町村オリジナルの
ものになっている。その結果、個票データの質に差が生まれ現状が把握しにくい現状が生まれてし
まったのではないか。



問題点まとめ

2 政令指定都市→個票データが公開されていないのは大阪市と広島市のみ

東京特別区→東京の20の特別区

1 厚生労働省HPの国内発生状況 データ収集･作成方法の問題

*2020年年5月8日公表分から、厚労省が把握した個票を積み上げたものから、各市区町村がウェブサ
イトで公表されている情報を積み上げる形に変更した。



個票データを使うと
何ができるの??







福井県の分析まとめ

判明したこと

1
0

20XX

・１月１７日、発症までの潜伏期間が平均２・８日で、デルタ株が中心だった流行「第５波」の３・９
日に比べ約１日短いとの分析結果を明らかにした。
感染から３日目の発症が３６％で最も多く、２～４日目で８５％超が発症していた。６日目以降に
発症した人はいなかった。
若い世代では３９度近くになる場合もあったが、２日程度で下がるケースがほとんどだった。
強いのどの痛みが３日程度あり、その後に息苦しいほどではないせきが４、５日続くという。従来株で目
立った味覚障害は１・２％しかいなかった。

潜伏期間は、５～１４日発表の県内事例のうち、感染日が
明らかなオミクロン株疑いの感染者１３６人を調べた。



福井県（福井新聞）の事例は個票
データを正確に収集していたからこ
そできた。

未だ個票データに対する世間一般の
関心は低いが、未知のウイルスを知
る手がかりとして非常に価値のある
ものである。

個票データの可能性

1
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